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医療法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年９月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第67号

医療法施行細則の一部を改正する規則

医療法施行細則（平成18年宮崎県規則第50号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（理事定員の特例認可申請）

第19条 省令第31条の５に規定する申請書は、理事定員特例認可申

請書（別記様式第32号）によるものとする。

（管理者の理事就任免除の認可申請）

第20条 省令第31条の５の２に規定する申請書は、管理者理事就任

免除認可申請書（別記様式第33号）によるものとする。

（理事長資格の特例認可申請）

第21条 省令第31条の５の３に規定する申請書は、理事長資格特例

認可申請書（別記様式第34号）によるものとする。

（事業報告書等の届出）

第22条 法第52条第１項の規定による届出は、医療法人事業報告書

等届（別記様式第35号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、省令第33条の２第１項に定めるもののほか

、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 定款又は寄附行為に定められた決算の承認に関する手続を

経たことを証する書類

（２） 現年度の役員名簿

（定款又は寄附行為の変更の認可申請）

第23条 省令第33条の25第１項に規定する申請書は、医療法人定款

（寄附行為）変更認可申請書（別記様式第36号）によるものとす

る。

２ 前項の申請書には、省令第33条の25第１項から第４項までに定

めるもののほか、変更後の定款又は寄附行為を添付しなければな

らない。

（定款又は寄附行為の変更の届出）

（理事定員の特例認可申請）

第19条 省令第31条の３に規定する申請書は、理事定員特例認可申

請書（別記様式第32号）によるものとする。

（理事長資格の特例認可申請）

第20条 省令第31条の４に規定する申請書は、理事長資格特例認可

申請書（別記様式第33号）によるものとする。

（管理者の理事就任免除の認可申請）

第21条 省令第31条の５に規定する申請書は、管理者理事就任免除

認可申請書（別記様式第34号）によるものとする。

（定款又は寄附行為の変更の認可申請）

第22条 省令第32条第１項に規定する申請書は、医療法人定款（寄

附行為）変更認可申請書（別記様式第35号）によるものとする。

２ 前項の申請書には、省令第32条第１項、第２項又は第３項に定

めるもののほか、変更後の定款又は寄附行為を添付しなければな

らない。

（定款又は寄附行為の変更の届出）

第23条 法第50条第３項の規定による届出は、医療法人定款（寄附

行為）変更届（別記様式第36号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

。

（１） 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たこ

とを証する書類

（２） 変更後の定款又は寄附行為

（事業報告書等の届出）
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第24条 法第54条の９第５項の規定による届出は、医療法人定款（

寄附行為）変更届（別記様式第37号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

。

（１） 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たこ

とを証する書類

（２） 変更後の定款又は寄附行為

（残余財産処分の認可申請）

第27条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の

一部を改正する法律（平成18年法律第84号）附則第10条第２項の

規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前

の法第56条第２項又は第３項の規定により解散に伴う残余財産処

分について認可を受けようとする者は、医療法人残余財産処分認

可申請書（別記様式第40号）に次に掲げる書類を添付して知事に

提出しなければならない。

（１） ［略］

（２） 財産目録及び貸借対照表

（３） 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

（４） 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

（法人解散の届出）

第28条 法第55条第８項の規定による届出は、医療法人解散届（別

記様式第41号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

。

（１） 解散の理由書

（２） 財産目録及び貸借対照表

（３） 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

（４） 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

（清算中の清算人就職の届出）

第29条 法第56条の６の規定による届出は、医療法人清算人就職届

（別記様式第42号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、清算人に係る登記事項証明書を添付しなけ

ればならない。

（清算結了の届出）

第30条 法第56条の11の規定による届出は、医療法人清算結了届（

別記様式第43号）によるものとする。

（法人合併の認可申請）

第31条 省令第35条の２（省令第35条の５において読み替えて準用

する場合を含む。）に規定する申請書は、医療法人合併認可申請

書（別記様式第44号）によるものとする。

（法人分割の認可申請）

第32条 省令第35条の８（省令第35条の11において読み替えて準用

する場合を含む。）に規定する申請書は、医療法人分割認可申請

書（別記様式第45号）によるものとする。

（登記済事項の届出）

第24条 法第52条第１項の規定による届出は、医療法人事業報告書

等届（別記様式第37号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、省令第33条の２第１項に定めるもののほか

、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 定款又は寄附行為に定められた決算の承認に関する手続を

経たことを証する書類

（２） 現年度の役員名簿

（残余財産処分の認可申請）

第27条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の

一部を改正する法律（平成18年法律第84号）附則第10条第２項の

規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前

の法第56条第２項又は第３項の規定により解散に伴う残余財産処

分について認可を受けようとする者は、医療法人残余財産処分認

可申請書（別記様式第40号）に次に掲げる書類を添付して知事に

提出しなければならない。

（１） ［略］

（２） 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類

（法人合併の認可申請）

第28条 省令第35条の申請書は、医療法人合併認可申請書（別記様

式第41号）によるものとする。

（登記済事項の届出）

第29条 政令第５条の12の規定による届出は、医療法人登記事項届

（別記様式第42号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、登記事項に係る登記事項証明書を添付しな

ければならない。

（役員変更の届出）

第30条 政令第５条の13の規定による届出は、役員変更届（別記様

式第43号）によるものとする。

（特別代理人の選任申請）

第31条 法第46条の４第６項の規定により特別代理人の選任を請求

しようとする者は、特別代理人選任申請書（別記様式第44号）に

次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

（１） 社員総会又は理事会で決議されたことを証する書類

（２） 特別代理人にしようとする者の履歴書及び就任承諾書

（３） 特別代理人が代表権を有する事項を特定する書類

（法人解散の届出）

第31条の２ 法第55条第８項の規定による届出は、医療法人解散届

（別記様式第44号の２）によるものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

。

（１） 解散の理由書

（２） 財産目録及び貸借対照表

（３） 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

（４） 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

（清算中の清算人就職の届出）
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第33条 政令第５条の12の規定による届出は、医療法人登記事項届

（別記様式第46号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、登記事項に係る登記事項証明書を添付しな

ければならない。

（役員変更の届出）

第34条 政令第５条の13の規定による届出は、役員変更届（別記様

式第47号）によるものとする。

様式第12号（第10条関係）

［略］

［略］

様式第31号（第18条関係）

（表）

［略］

添付資料

１～５ ［略］

６ 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては

、医療法施行規則第30条の34に規定する要件に適合すること

を証する書類

７ ［略］

（裏）

８～13 ［略］

様式第32号（第19条関係）

［略］

次のとおり理事定員の特例の認可を受けたいので、医療法第46

条の５第１項ただし書の規定により申請します。

第32条 法第56条の６の規定による届出は、医療法人清算人就職届

（別記様式第45号）によるものとする。

（清算結了の届出）

第33条 法第56条の11の規定による届出は、医療法人清算結了届（

別記様式第46号）によるものとする。

様式第12号（第10条関係）

［略］

［略］

様式第31号（第18条関係）

（表）

［略］

添付資料

１～５ ［略］

６ 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては

、医療法施行規則第30条の34第１項に規定する要件に適合す

ることを証する書類

７ ［略］

（裏）

８～13 ［略］

14 当該医療法人が医療法第42条第２項に規定する特別医療法

人に該当する場合にあっては、次に掲げる書類

イ 医療法施行規則第30条の35第１項各号に規定する要件に

適合していることを証する書類

ロ 医療法第42条第１項に規定する厚生労働大臣が定める業

務を行おうとする医療法人にあっては、当該業務の概要及

び運営方法を記載した書類

様式第32号（第19条関係）

［略］

次のとおり理事定員の特例の認可を受けたいので、医療法第46

条の２第１項ただし書の規定により申請します。

［略］

主な機器、蔵書数、車種等面積（愛）病床（室･台）数区 分施

設

の

構

造

設

備

［略］

救急用

又は患

者輸送

用自動

車

医薬品

情報管

理室

［略］

主な機器、蔵書数、車種等面積（愛）病床（室･台）数区 分施

設

の

構

造

設

備

［略］

救急用

又は患

者輸送

用自動

車

［略］ ［略］

別記様式第33号から別記様式第37号までを次のように改める。
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別記様式第41号から別記様式第44号までを次のように改める。
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別記様式第44号の２を削る。

別記様式第45号及び別記様式第46号を次のように改める。
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別記様式第46号の次に次の１様式を加える。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の医療法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適

宜補正して使用することができる。
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